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第 1章　思いやりとふれあいのまちづくり
基本計画

審議会などにおける女性委員の比率 37.4% ↑（増加）

①人権・平和
施策の推進

●さまざまな人権課題についての正しい理解と認識を深め、住民
の人権意識を高めるため、家庭・地域・学校・職場など、あら
ゆる機会を通じて、人権啓発・人権教育を推進します。

●人権侵害に適切に対応し、差別解消などに取り組むため、関係
機関・団体と連携し、相談支援体制の充実を図るとともに、当
事者に配慮した支援に努めます。

●性的マイノリティの人々の人権擁護や、多様な性のあり方に
関する啓発を行います。

●平和の大切さ、戦争の悲惨さなどを伝える教育や啓発を行い
ます。

●人権文化センターでは、人権・平和・男女共同参画などに関する
啓発や支援、交流の拠点として、利用の促進と運営事業の充実
を図ります。

②男女共同参画
の推進

●住民・事業者・行政などが連携・協働し、男女が社会の対等
な構成員として、さまざまな分野に参画し、活躍できる社会の
形成を計画的に進めます。

●男女間のあらゆる暴力や人権侵害の防止に向け、啓発や教育、
相談、DV被害者への支援などの取組を進めます。

施策分野まちづくりの基本方針 施策の方向

関連する主な
個別計画等

参考指標

めざすまちの姿

現状と課題

関連する主な SDGs



施策体系
基本計画

まちづくりの基本方針 施策分野 施策の方向

第１章
思いやりと
ふれあいの
まちづくり

１－１　人権・平和・男女共同参画 ①人権・平和施策の推進
②男女共同参画の推進

１－２　参画・協働・情報共有

①参画・協働のまちづくりの推進
②地域コミュニティ・住民活動への支援
③広報・広聴の充実
④行政情報の公開・共有と個人情報保護

１－３　交流・多文化共生 ①交流活動の促進
②多文化共生の地域づくり

第２章
自然と調和した
快適なまちづくり

２－１　環境保全

①自然環境の保全・活用
②環境負荷の軽減
③環境学習・啓発の推進
④ごみの減量・安定処理
⑤環境衛生・美化の推進

２－２　都市計画・住環境
①計画的な土地利用の推進
②良好な住環境の形成
③景観形成・緑化の推進

２－３　都市基盤

①交通環境づくり
②計画的な道路整備と維持管理
③公園の整備・維持管理
④まちのバリアフリー化

２－４　上下水道

①安全でおいしい水の安定供給
②公共下水道事業の推進
③上下水道事業の健全経営
④計画的な施設の維持管理

第３章
安全・安心な
まちづくり

３－１　防災・危機管理

①危機管理体制の充実
②防災力の強化
③耐震化の推進
④土砂災害・風水害・浸水対策の推進

３－２　消防・救急
①火災予防の推進
②消防体制の強化
③救急救助体制の充実

３－３　交通安全・防犯・消費者保護
①交通安全対策の推進
②防犯対策の推進
③消費者保護の推進

まちづくりの基本方針 施策分野 施策の方向

第４章
支え合い、
生涯元気に暮らす
まちづくり

４－１　健康・医療

①健康づくりの推進
②保健サービスの推進
③医療体制の充実
④医療保険制度の安定運営

４－２　地域福祉

①地域の見守り、助け合い、支え合いの充実
②相談支援体制の強化
③生活困窮者への支援
④自殺予防対策の推進

４－３　高齢者福祉

①地域包括ケアシステムの強化
②介護予防の充実
③介護・福祉サービスの充実
④高齢者の社会参加・生きがいづくりの促進
⑤高齢者の権利擁護と安全確保

４－４　障害者福祉
①相談・療育支援体制の充実
②自立した地域生活への支援
③障害者の権利擁護と安全確保

４－５　生涯学習・スポーツ
①生涯学習・社会教育の推進
②読書活動・図書館サービスの推進
③スポーツ・レクリエーション活動の推進

第５章
子どもたちを
健やかに育む
まちづくり

５－１　子ども・子育て支援

①切れ目のない支援体制の整備
②母子保健の推進
③子育て支援の推進
④保育・幼児教育・学童保育の推進
⑤ひとり親家庭への支援
⑥子どもの権利擁護と安全確保
⑦子どもの居場所・遊び場の確保
⑧青少年の健全育成

５－２　学校教育
①教育環境の充実
②教育活動の充実
③家庭・地域との連携

第６章
魅力と活力、
にぎわいのある
まちづくり

６－１　産業・労働
①商工業の活性化
②都市農業・林業の振興
③雇用・労働環境の充実

６－２　歴史・文化

①歴史文化資料館の活用
②文化財の保護と調査研究
③歴史文化遺産を活用した地域づくり
④文化芸術活動の振興

６－３　観光・魅力発信 ①観光振興とにぎわいづくりの推進
②まちの魅力の創出・発信

第７章
持続可能な
まちづくり

７－１　行財政運営

①健全な行財政運営
②多様な主体との連携
③公共施設の適正管理
④情報化の推進
⑤人材育成と組織基盤の強化

施策体系



第 1章　思いやりとふれあいのまちづくり
基本計画

１－1 人権・平和・男女共同参画

審議会などにおける女性委員の比率 37.4% ↑（増加）

①人権・平和
施策の推進

●さまざまな人権課題についての正しい理解と認識を深め、住民
の人権意識を高めるため、家庭・地域・学校・職場など、あら
ゆる機会を通じて、人権啓発・人権教育を推進します。

●人権侵害に適切に対応し、差別解消などに取り組むため、関係
機関・団体と連携し、相談支援体制の充実を図るとともに、当
事者に配慮した支援に努めます。

●性的マイノリティの人々の人権擁護や、多様な性のあり方に
関する啓発を行います。

●平和の大切さ、戦争の悲惨さなどを伝える教育や啓発を行い
ます。

●人権文化センターでは、人権・平和・男女共同参画などに関する
啓発や支援、交流の拠点として、利用の促進と運営事業の充実
を図ります。

②男女共同参画
の推進

●住民・事業者・行政などが連携・協働し、男女が社会の対等
な構成員として、さまざまな分野に参画し、活躍できる社会の
形成を計画的に進めます。

●男女間のあらゆる暴力や人権侵害の防止に向け、啓発や教育、
相談、DV被害者への支援などの取組を進めます。



第 1章　思いやりとふれあいのまちづくり
基本計画

１－2 参画・協働・情報共有

自治会加入世帯数 8,381 世帯
（令和元年６月） ↑（増加）

町ホームページのアクセス件数
（トップページへの月平均アクセス数）

20,332 件
（平成30年度） ↑（増加）

①参画・協働の
まちづくりの
推進

④行政情報の
公開・共有と
個人情報保護

②地域コミュニ
ティ・住民活動
への支援

③広報・広聴の
充実



第 1章　思いやりとふれあいのまちづくり
基本計画

１－3 交流・多文化共生

外国の人と友達になったり、外国のことについて
もっと知ったりしてみたいと思う児童・生徒の割合

小学校　71.4％
中学校　69.9％ ↑（増加）

①交流活動の
促進

②多文化共生の
地域づくり



第 2章　自然と調和した快適なまちづくり
基本計画

2－1 環境保全

森林ボランティア登録者数 116人（平成31年４月） ↑（増加）
町内の二酸化炭素年間排出量 147千 t（平成28年度） ↓（減少）
住民１人１日当りのごみ排出量 656g/人（平成30年度） ↓（減少）

①自然環境の
保全・活用

●水無瀬川・淀川などの水辺環境を保全するとともに、本町の誇るべき
財産である地下水の水質や水量を維持し、将来にわたり安定して利用し
続けるための取組を推進します。

●森林・農地などのみどりを、所有者はもとより、ボランティアや事業者
など多様な主体により保全する取組を推進します。

●豊かな生物多様性を維持するため、生息環境の保全や、外来生物対策
など、生物多様性に配慮した取組を推進します。

●森林や河川などの豊かな自然環境を、散策やレクリエーション、環境
体験学習など、自然に親しみふれあう空間として活用します。

②環境負荷の
軽減

●公共施設における省エネルギー対策や再生可能エネルギーの活用など、
温室効果ガスの削減に寄与する取組を推進します。

●家庭でできる環境負荷軽減の取組を推奨し、住民への啓発に努めます。
●公害を防止するため、事業者の監視・指導を行います。

③環境学習・
啓発の推進

●保育所や幼稚園、小・中学校と連携した幼少期からの教育をはじめ、
森林や河川、農地などを生かした環境学習の充実を図り、環境意識の
高揚に努めます。

●環境学習に取り組むボランティア団体などを支援するとともに、指導
人材の育成に努めます。

●食品ロス問題やプラスチックごみ問題など、日常生活から地球環境全体
まで、さまざまな環境課題に向き合い、解決に向けた環境保全意識の
普及促進に努めます。

④ごみの減量・
安定処理

●限りある資源を有効活用するため、４Ｒのさらなる推進に取り組みます。
●ごみ分別のさらなる徹底により排出量を抑制し、資源化率の向上に
努めます。

●清掃工場の適切な維持管理を行うとともに、災害時における対応はもと
より、効率的かつ安定したごみ処理の実現のため、広域連携による
処理体制の実現に向けた取組を推進します。

⑤環境衛生・
美化の推進

●し尿処理については、適正に収集を行うとともに、高槻市との広域連携
による処理体制を継続します。

●下水道未整備区域については、合併処理浄化槽設置の普及促進などに
取り組み、公共用水域の水質保全に努めます。

●不法投棄を未然に防止するため、啓発・監視に努めます。
●住民の自主清掃活動の支援など、町内の美化活動を促進します。
●住民の生活環境の保持及び動物愛護意識の高揚のため、ペット飼育の
マナー向上に向けた取組や所有者不明猫対策などを進めます。



第 2章　自然と調和した快適なまちづくり
基本計画

①計画的な
土地利用
の推進

●総合的かつ計画的な都市空間の形成を推進するとともに、立
地適正化計画の策定や建築物の高さ制限の見直しなどに向け
た取組を進めます。

● JR島本駅西地区においては、土地区画整理事業により、まち
の玄関口にふさわしい良好な市街地が形成されるよう、まち
づくりを推進します。

●都市農地の多面的な機能を発揮させるため、生産緑地地区の
指定を促進し、良好な都市環境の形成に努めます。

②良好な住環境
の形成

●開発指導を通じて、周辺と調和した良好な住環境の形成を誘導
します。

●町営住宅の適切な管理と長寿命化に努めるとともに、指定管理
者制度の導入など、管理事務の効率化を検討します。

●所有者などによる空き家の適正な管理を促進するため、関係
機関との連携体制を強化した上で、利活用施策も含めた必要な
支援を行うとともに、所有者への指導などにより周辺の生活
環境の保全を図ります。

③景観形成・
緑化の推進

●良好な景観誘導を図るとともに、景観行政団体への移行と景観
計画・景観条例の策定に向けた取組を進めます。

●公園や街路樹など、公共空間の緑化を推進します。

生産緑地地区の指定面積 約 1.83ha ↑（増加）

●都市計画マスタープラン
●町営住宅長寿命化計画

●空家等対策計画
●公共施設総合管理計画

2－２ 都市計画・住環境



第 2章　自然と調和した快適なまちづくり
基本計画

①交通環境
づくり

●高齢者や障害者などの外出支援や移動手段の確保に努めます。
●関係機関と連携し、駅前周辺の違法駐車や渋滞緩和の対策など
により、交通利便性の向上に努めます。

②計画的な
道路整備と
維持管理

●道路、橋りょうの適切な維持管理を行うとともに、歩行者や
自転車利用者に配慮した計画的な道路整備を推進します。

●国道、府道の整備について、さらなる安全対策強化に向け関係
機関と連携を図ります。

③公園の整備・
維持管理

●計画的に公園の整備・改修を進め、利用ニーズや地域特性を
踏まえた遊具の設置など、機能の充実を図ります。

●遊具の定期点検や長寿命化など、公園の効率的な維持管理を
行います。

④まちの
バリアフリー化

●誰もが安全・快適に移動し、生活できるよう、公共施設や住宅
などのバリアフリー化を進め、福祉のまちづくりを推進します。

公園面積 12.1ha ↑（増加）

橋りょうの補修・補強の進捗率 29.2％ ↑（100%）

●都市計画マスタープラン　　●バリアフリー基本構想　　●橋梁長寿命化修繕計画
●公共施設総合管理計画

2－３ 都市基盤



第 2章　自然と調和した快適なまちづくり
基本計画

公共下水道の人口普及率 95.7% ↑（増加）

①安全でおいしい
水の安定供給

●安全でおいしい水道水を安定して供給するため、地下水位・水
質などの継続監視を行い、自己水源の安定確保を図るととも
に、渇水や災害時などに備え、複数水源の確保に努めます。

②公共下水道事業
の推進

●生活環境の改善や公共用水域の水質保全に資するため、公共下
水道の未普及地区の早期解消に努めます。

●雨水整備では、「公共下水道五反田雨水幹線」の整備に引き続き、
水路の改修や整備計画を具体化し、さらなる雨水排水能力の向
上に努めます。

③上下水道事業
の健全経営

●中長期の視点をもった経営戦略・財政見通しに基づき、健全で
安定した水道事業・下水道事業の経営を行います。

④計画的な施設
の維持管理

●水道管路の更新・耐震化など、水道施設・設備の計画的な維
持管理と防災・減災対策に努めます。

●老朽化が進んでいる下水道施設の計画的な改修・更新など、適
切な維持管理に努めます。

水道管路の耐震適合化率 28.5% ↑（増加）

●地域水道ビジョン
●公共下水道事業計画
●公共施設総合管理計画

●水道管路更新等計画　
●公共下水道事業財政健全化計画

●水道事業財政計画

2－４ 上下水道



第 3章　安全・安心なまちづくり
基本計画

3－1 防災・危機管理

自主防災組織の加入率 46.4％ ↑（増加）

各団体・事業者との防災協定締結数 44 件 ↑（増加）

町有建築物の耐震化率 82.1％ ↑（100％）

（平成31年４月）

（平成30年度末）

（平成31年４月）

②防災力の強化
　（つづき）

● 自主防災組織の育成やボランティアとの連携など、住民主体
の防災活動を支援し、地域の防災力の向上を図ります。

● 自主防災会・自治会・民生委員児童委員・社会福祉協議会など
の地域の支援機関と連携し、災害時には避難行動要支援者などへ
の声かけや安否確認、誘導などを行う体制を整えます。

● 多種多様な訓練に取り組み、各地で起こる災害で得られた教訓
を生かすよう努めます。

● 地域ごとの対象災害に適合した避難所の拡充及び環境整備と
ともに、高齢者や障害者、女性、外国人などに配慮した避難
所運営に努めます。

● 関係機関や事業者などとの協定を締結し、災害時に不足する
人手や物資の確保に努めます。

①危機管理体制
の充実

●災害をはじめ、テロ、事故、感染症などに適切に対応するため、
庁内組織体制の整備、関係機関との連携強化、計画やマニュアル
の整備を図り、総合的な危機管理体制の充実を図ります。

②防災力の強化

●広報、ハザードマップ、講座などを通じて、災害に備えるための
わかりやすい情報提供や啓発を行い、防災意識の高揚を図ります。

●防災行政無線、ホームページ、メール、ＳＮＳ、広報車など、多様
な手法で災害情報を発信し、早期避難を実現できるよう努めます。

④土砂災害・
風水害・浸水
対策の推進

●土砂災害の警戒情報を正確に伝達し、避難できるよう、関係機関
と連携するとともに、保安林指定区域の拡大など、土砂災害防止
対策を推進します。

●関係機関などと連携し、森林の風倒木被害など、災害による
被害の復旧に努めます。

●雨水幹線の整備をはじめ、水路の改修などを行うとともに、過去
の浸水被害箇所への対策を進めます。また、河川の適切な維持
管理がなされるよう、国や大阪府と連携を図ります。

③耐震化の推進

● 未耐震の公共施設の耐震化を計画的に推進します。
● 災害対策の拠点施設である役場庁舎の耐震化を図るため、建替え
に向けた取組を進めます。

● 耐震補助制度により、民間住宅の耐震化を促進します。



第 3章　安全・安心なまちづくり
基本計画

①火災予防の
推進

●事業所や施設への査察や指導などにより、防火管理体制の充実
を図ります。

●住民への火災予防啓発、地域における訓練・講習会の開催支援
などにより、防火意識の高揚に努めます。

②消防体制の
強化

●火災などの災害から住民を守るため、消防施設・資機材の整備
に努めるとともに、消防本部と消防団、自衛消防隊が連携を密
にし、消防体制の充実を図ります。

●大阪府や近隣自治体と広域化に向けた検討を進め、連携の強化
に努めます。

③救急救助体制
の充実

●救急救命士の育成や機器の整備など、高度救急救命体制の充実
を図ります。

●住民を対象とした普通救命講習を開催し、自動体外式除細動器
（AED）の使用をはじめとする応急救命処置の普及啓発を図り
ます。

●救急安心センターの活用及び救急車の適正利用について、積極
的な啓発に努めます。

火災発生件数 ４件 ↓（ゼロをめざす）

普通救命講習の年間受講者数 296人 ↑（増加）

（平成30年）

（平成30年度）

3－２ 消防・救急



第 3章　安全・安心なまちづくり
基本計画

①交通安全対策
の推進

●「通学路交通安全プログラム」をはじめ、関係機関との連携に
より、危険箇所の把握と共有に努め、道路環境に配慮した交通
安全施設の整備を進めます。

●警察との連携による交通安全教室や運転者講習を実施する
など、交通ルールやマナーの周知及び交通安全意識の高揚を
図ります。

●関係機関と協力し、取締りの強化の要請や撤去などにより、
迷惑駐車や放置自転車の解消に努めます。

②防犯対策の
推進

●高槻警察署や防犯委員会と連携し、防犯教室の開催など、住民
の防犯意識の高揚に努めるとともに、防災行政無線やメール
配信サービスなどを活用し、防犯に関する情報提供を行います。

●地域の安全ボランティアなどと連携し、通学時の見守りなどの
防犯活動に取り組みます。

●防犯灯の適切な管理・更新、防犯カメラの増設など、犯罪が
起こりにくい環境を整備し、街頭犯罪の抑止に努めます。

③消費者保護の
推進

●複雑化・巧妙化する消費者被害を防止するため、消費生活相談
の充実を図るとともに、広報媒体や講座などを通じて、消費
者問題の啓発や情報提供に努めます。

交通事故の発生件数 41 件 ↓（減少）

刑法犯罪の発生件数 119 件 ↓（減少）

3－３ 交通安全・防犯・消費者保護



第 4章　支え合い、生涯元気に暮らすまちづくり
基本計画

●健康づくり事業・食育の取組における基本方針
●国民健康保険特定健康診査等実施計画
●新型インフルエンザ等対策行動計画
●国民健康保険データヘルス計画

①健康づくりの
推進

●生活習慣の改善や、健康の保持・増進など、住民が主体となった健康
づくり活動を支援します。

●健康と密接な関係にある食の重要性について啓発し、住民の食育への理
解を深めるとともに、関係機関が連携し、ライフステージに応じた食育
を推進します。

②保健サービス
の推進

●生活習慣病の早期発見に有効な特定健診やがん検診など、健（検）診を受
診しやすい体制整備を図り、受診率の向上に努めます。

●健康に対する正しい知識の普及・啓発を図るとともに、相談体制の充実
を図ります。

●健診結果を活用した適切な保健指導を行います。

③医療体制の
充実

●住民が必要なときに適切な医療を受けられるよう、保健所や医療機関など
と連携しながら、医療体制の整備・充実を図るとともに、救急医療体制の
確保、在宅医療推進のための環境づくりなど地域の医療体制の充実を図り
ます。

●感染症や食中毒などを予防するために、適切な情報提供・啓発に努めると
ともに、感染症などの発生・流行に備えた体制整備に努め、対策の充実を
図ります。

●利用者の負担軽減を図るため、子ども、ひとり親家庭、障害者に対する各
種医療費助成制度を実施します。

④医療保険制度
の安定運営

●国民健康保険制度などの周知、相談の充実、保険料の収納率向上などに努
め、安定した運営を図ります。

●被保険者を対象とした各種保健事業を推進し、健康の増進と医療費の適正
化を図ります。

男性 80.61 歳
女性 84.56 歳
（平成28年度）

↑（増加）健康寿命

特定健診の受診率 37.4%
（平成29年度） ↑（増加）

4－1 健康・医療



第 4章　支え合い、生涯元気に暮らすまちづくり
基本計画

●地域福祉計画／自殺対策計画

①地域の見守り、
助け合い、支え
合いの充実

●小地域ネットワークを中心として、地域の関係機関・団体の連携
と課題共有を図り、見守りや支え合いの地域活動を促進します。

●社会福祉協議会ボランティアセンターとの連携を強化するととも
に、地区福祉委員やボランティアなど地域福祉の担い手の確保・
育成に努めます。

②相談支援体制
の強化

●民生委員児童委員、コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）、
地区福祉委員などと連携を図り、住民が身近な地域で気軽に相談
できる体制を整備します。

●専門的な相談に対応する窓口の整備・充実と周知、連携強化を図る
とともに、さまざまな制度・サービスなどの情報提供を行います。

③生活困窮者
への支援

●関係機関・団体と連携し、さまざまな事情により経済的に困窮
している人の早期把握・早期対応に努め、自立や生活再建に向けた
包括的な支援を行います。

●生活保護制度の趣旨に基づき、相談支援体制の充実を図り、就労
などの自立支援を行いながら、適正な保護を実施します。

④自殺予防対策
の推進

●地域のネットワークの強化、自殺対策を支える人材の育成、住民へ
の啓発と周知の充実、生きることを促す支援の充実など、自殺者
の減少に向けた取組を推進します。

コミュニティソーシャルワーカーの活動件数 528 件 ↑（増加）

生活困窮者への自立支援による就労者数 9人 ↑（増加）

4－２ 地域福祉
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基本計画

●保健福祉計画／介護保険事業計画

①地域包括
ケアシステム
の強化

●地域包括ケアの中核機関である地域包括支援センターの機能強化に努
め、高齢者や家族への総合的な支援の充実を図ります。

●医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自
分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療の充実や医療と
介護の連携強化を図ります。

●地域におけるひとり暮らし高齢者や認知症高齢者などの見守り体制を強
化するとともに、認知症の早期診断・早期対応のため「認知症初期集
中支援チーム」による支援など、認知症施策の充実を図ります。

②介護予防の
充実

●町内全域で実施している「いきいき百歳体操」及び「かみかみ百歳体操」
を中心として、地域における住民主体の介護予防活動の充実を図ります。

●住み慣れた地域で、自立した日常生活を営めるよう、「介護予防・生
活支援サービス事業」の充実に努めます。

③介護・福祉
サービスの
充実

●高齢者の日常生活を支える在宅サービス、地域密着型サービス、施設
サービスの利用の動向やニーズを把握し、適切なサービスの確保に取
り組みます。

●介護サービスの適正・円滑な運営を図ります。

●一人ひとりの高齢者の状況に応じ、制度を周知するとともに、必要な支援
を的確に把握し、サービス利用が適切に実施されるよう取り組みます。

④高齢者の社会
参加・生きがい
づくりの促進

●高齢者が社会参加や生きがいづくり活動を通じて、健康を維持し、地
域コミュニティなどで活躍できるよう、年長者クラブ活動やボランティ
ア活動を支援します。

⑤高齢者の
権利擁護と
安全確保

●成年後見制度の利用促進や虐待防止への取組など、高齢者の財産や権
利を守り、安全を確保するための体制整備に努めます。

高齢者のうち、要支援・要介護認定を受けて
いる人の割合（総合事業対象者を含む） 65 歳以上　17.0% ↓（減少）

いきいき百歳体操の参加率 65 歳以上   7.5%
75 歳以上　10.5% ↑（増加）

4－３ 高齢者福祉

いきいき百歳体操
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基本計画

●障害者計画　　●障害福祉計画／障害児福祉計画

①相談・療育
支援体制の
充実

●障害者地域生活支援拠点施設を中心として、町と関係機関・事
業所などが連携し、さまざまな障害や年齢層に対応した総合的
な相談支援を行います。

●発達に課題のある児童や障害のある児童に対し、専門的な療育
の機会を提供するとともに、保健・福祉・子育て・教育などの各
分野の連携を強化し、成長に合わせた切れ目のない支援体制の
構築に努めます。

②自立した
地域生活
への支援

●ニーズや障害特性に応じた福祉サービスの確保と支援の充実を図
り、地域全体で障害者の地域生活を支える体制づくりを進めます。

●グループホームなどの住まいの場と、通所サービスなどの日中活
動の場の確保と充実に努めます。

●就労や定着のための支援、工賃の向上、福祉事業所からの優先調
達などに取り組み、働く場の確保と就労環境の充実に努めます。

●外出や意思疎通を支援するとともに、スポーツなどの当事者活動
を支援し、社会参加を促進します。

③障害者の
権利擁護と
安全確保

●障害や障害のある人への理解を深めるための啓発・教育を行うと
ともに、差別の解消に向けた取組を推進します。

●成年後見制度の利用促進や虐待防止の取組など、障害者の財産
や権利を守り、安全を確保するための体制整備に努めます。

児童発達支援事業の利用児童数 43 人 ↑（増加）

福祉施設から一般就労への移行者数 7人 ↑（増加）

4－４ 障害者福祉
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基本計画

●教育・保育重点目標及び関係機関に対する指示事項
●子ども読書活動推進のための方針

①生涯学習・
社会教育の
推進

●社会教育関係団体に対し、技術的な指導や助言を行い、社会
教育に関する活動やイベントの支援に努めます。

●生涯学習の機会の提供に努めるとともに、住民の自主的な活動
を支援します。

②読書活動・
図書館サービス
の推進

●年齢や障害の有無などにかかわらず、すべての人が図書館を
利用しやすいよう、読書環境の向上及び資料の充実、イベント
の開催を図ります。

●限られた図書資源を有効に活用するために、町立図書館、保育所、
幼稚園、小・中学校など関係機関のネットワークを構築し、
図書の貸借をはじめとする連携や協力、情報交換などの取組を
進め、読書環境の充実を図ります。

●子どもの読書活動を支援する人材の育成を図ります。

③スポーツ・
レクリエーション
活動の推進

●スポーツ活動の機会の提供に努めるとともに、住民が主体的に
運営・企画するイベントや団体活動を支援します。

●健康保持や体力づくりのための啓発・情報提供に努めます。

町立図書館の年間来館者数 121,400 人 ↑（増加）

4－５ 生涯学習・スポーツ



第 5章　子どもたちを健やかに育むまちづくり
基本計画

5－1 子ども・子育て支援

①切れ目のない
支援体制の
整備

●「子育て世代包括支援センター」を設置し、妊娠期から子育て
期にわたり、妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ、保健・
医療・福祉・教育などの関係機関による切れ目のない支援を
行います。

②母子保健の
推進

●安全・安心な妊娠と出産を支援するため、妊婦健康診査の費用
助成、両親教室、こんにちは赤ちゃん訪問などを実施します。

●乳幼児健診、育児・栄養相談、訪問による支援などの充実を
図ります。

③子育て支援の
推進

●在宅子育て家庭を対象として、保育所・幼稚園・地域子育て
支援センター・つどいの広場などの子育て支援拠点を中心に、
園庭開放や教室・講座などを開催します。

●子育て支援拠点を中心に、子育てサークルやボランティアの
活動を支援し、保護者同士の交流や情報交換を促進します。

●子育ての悩みや不安の解消を図るため、各機関で実施する子育て
相談窓口の充実と周知、連携強化を図るとともに、子育て・保育
に関するさまざまな制度・サービスなどの情報提供を行います。

④保育・幼児教育・
学童保育の
推進

●待機児童の早期解消をめざし、計画的に保育施設の整備を進め
ます。

●町立保育所と民間保育園・認定こども園・小規模保育事業所の
連携を図り、質の高いサービスの確保に努めるとともに、一時
保育、支援保育、病児・病後児保育など、さまざまなニーズに
対応した多様な保育サービスを提供します。

●幼稚園利用希望者のニーズに対応した、特色ある教育づくりを
進めます。

●学童保育のニーズを踏まえ、保育室の確保を図るとともに、
保育を担う指導員の資質向上に努め、安定した保育サービスを
提供します。

●保育士をはじめ、子育て支援を担う人材の確保に取り組みます。



第 5章　子どもたちを健やかに育むまちづくり
基本計画

保育所の待機児童数 107 人 ↓（ゼロをめざす）

学童保育の待機児童数 ０人 →（ゼロを維持）

⑤ひとり親家庭
への支援

●母子・父子自立支援員を中心に、関係機関が連携し、ひとり親
家庭が抱える問題について、早期からの的確な相談支援を実施
します。

●ハローワークなど関係機関と連携した就労支援をはじめ、子育
て支援や技能習得など、各種支援制度へのつなぎと情報提供に
努めます。

⑥子どもの
権利擁護と
安全確保

●児童虐待の防止と早期発見に努め、迅速かつ適切に対応するため、
関係機関との連携を強化し、啓発や相談支援の充実を図ります。

●地域住民や関係団体・ボランティアなどと協働して、パトロール
や見守り活動、不審者情報の共有、危険箇所の把握など、
子どもを犯罪や事故、災害などから守る取組を推進します。

●子どもの貧困対策について、関係機関との連携を強化し、支援
が必要なケースの早期発見に努め、支援を行います。

⑦子どもの
居場所・遊び場
の確保

●地域住民や関係団体などと連携し、放課後や休日に子どもが
参加できる交流・体験活動、学習支援などの機会の充実に努め
ます。

●公園・学校施設・公共施設などの既存資源を有効活用し、
放課後や休日に過ごす場の充実に努めます。また、地域のニーズ
を考慮し、公園の施設・機能の充実を図ります。

●子どもの居場所づくりの一環として、子ども食堂の開設や運営
を支援します。

⑧青少年の
健全育成

●社会情勢に基づく青少年に関する実態や課題について、調査・
研究し、効果的な青少年の健全育成について、関係団体と連携
協力しながら検討・実施します。



第 5章　子どもたちを健やかに育むまちづくり
基本計画

５-２ 学校教育

①教育環境の
充実

②教育活動の
充実

●保育所・幼稚園・小学校の繋がりを意識してスタートカリキュラムを
実施し、「遊び」から「学び」への円滑な接続を図ります。

●学力の向上・充実に向け、小中一貫教育の取組を進め、教員の資質
向上と授業改善に取り組みます。また、特色ある教育として英語教育の
充実に努めます。

●すべての児童・生徒が安心して学べるよう、教育相談体制の充実と相談
窓口の周知を図るとともに、いじめや不登校に対する対応に取り組みます。

●障害のある児童・生徒や特別な配慮を必要とする児童・生徒、また、
外国籍の児童・生徒や日本語指導を必要とする児童・生徒が、より
良い学校生活を送ることができるように、個々のニーズに応じた丁寧な
指導ができる体制を構築します。

●給食、食育を通して児童・生徒の豊かな心と健やかな体を育みます。また、
生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育成するため、
幼児期から小・中学校を通して、運動の機会を確保し、体を動かすことが
楽しくなるような指導を取り入れ体力向上を図る取組を推進します。

●今後の児童・生徒数の推移を踏まえ、必要な教室の確保を図るとともに、
学校施設の適切な維持管理を行い、安全・安心な学習環境を整えます。

●情報機器やデジタル教材などを活用し、学習活動の充実を図るため、
ＩＣＴ環境の整備を進めます。

●信頼される教職員を育成するための研修の充実を図るとともに、働き方
改革を推進し、教職員が授業や準備に集中できる環境づくりを進めます。

●教職員をはじめ、学校教育を担う人材の確保に取り組み、教育環境の
充実に努めます。

③家庭・地域
との連携

●児童・生徒の「自学自習力」を高めるため、放課後学習支援の取組を
推進します。

●社会に開かれた教育課程を実現するため、地域の力を学校運営に
生かす「地域とともにある学校づくり」を推進します。

実用英語検定３級相当以上の英語力
をもつ中学３年生の割合

71.5％ →（維持）

家で自分で計画を立てて勉強してい
る児童・生徒の割合

学力調査の平均正答率が全国平均を
上回る教科の割合

→（維持）小学校　100％
中学校　100％

↑（増加）小学校　67.4％
中学校　46.6％



第 6章　魅力と活力、にぎわいのあるまちづくり
基本計画

●まち・ひと・しごと創生総合戦略　　●森林整備計画

①商工業の
活性化

③雇用・労働環境
の充実

●商工会や企業などと連携し、地元での購買促進や空き店舗の活用など、
商店街をはじめとする商工業の活性化に向けた取組を支援します。

●商工会などと連携し、セミナーの開催や融資などにより、創業者を
はじめとする事業者を支援するとともに、本町の特性に適した企業
立地を促進します。

②都市農業・林業
の振興

●多様な担い手による営農環境の整備や、生産緑地地区の指定など、
都市農業の振興を図ります。

●朝市などにより生産者と消費者の交流を促進し、地元農産物の地産
地消を図るとともに、ファミリー農園などによる農とふれあう機会の
提供など、遊休農地を活用する取組を進めます。

●水路など農業用施設の適切な維持管理に努めるとともに、有害鳥獣
被害防止対策を推進します。

●所有者や大阪府、企業、ボランティアとの連携により、森林の保全
整備を進めるとともに、所有者の把握や、林産物のＰＲと有効活用
に努めます。

●高齢者や障害者、ひとり親家庭などの就労支援の充実を図るため、
ハローワークやシルバー人材センターなどの関係機関とのさらなる
連携を図ります。

●関係機関との連携により、ワークライフバランスの推進やハラスメント
防止など、働きやすい環境づくりのための啓発や、技能・知識習得の
ための支援などを行います。

商店街の空き店舗数 16 店舗 ↓（減少）
ファミリー農園の利用区画数 393 区画 ↑（増加）

町内の事業所数・従業者数 616 事業所
7,052 人

（令和元年11月）

↑（増加）

（令和元年11月）

（平成28年）

6－1 産業・労働



第 6章　魅力と活力、にぎわいのあるまちづくり
基本計画

●教育・保育重点目標及び関係機関に対する指示事項

歴史文化資料館の利用者数 ↑（増加）

町文化財の指定件数 ↑（増加）

①歴史文化資料館
の活用

③歴史文化遺産
を活用した
地域づくり

●歴史文化の情報発信拠点として、また、住民の交流の場として、
有効活用を図ります。

●常設展の入れ替えや企画展の開催など、展示内容の充実に努めます。

②文化財の保護
と調査研究

●埋蔵文化財調査をはじめ、地域の民俗資料や古文書の調査を
行います。

●大学などの研究機関に協力を求め、資料研究の充実を図ります。

●町内の重要な歴史遺産を調査し、文化財指定などを進め、文化
財の保存・活用・保護に努めていきます。

●地域文化を調査し、本町の「ふるさと再発見」を行っていきます。

●郷土の歴史や文化財、伝統行事などの紹介や案内に努めます。

●子どもたちが地域の歴史や文化を学び、歴史文化遺産に親しむ
環境づくりを進め、ふるさと島本を大切に思う心を育てます。

●歴史文化遺産をまちづくりのための資源として活用します。

④文化芸術活動
の振興

●文化芸術活動や地域文化の振興を図るため、住民の自主的な
活動を基本としながら、団体・サークルの育成や活動の支援に
努めます。

（平成 30 年度）10,891 人

（令和元年度末）7 件

6－2 歴史・文化

歴史文化資料館（国登録有形文化財） 史跡桜井駅跡（国指定史跡）

関大明神社本殿（府指定文化財）

若山神社 絵馬（町指定文化財）

水無瀬駒（町指定文化財）

須恵器 大甕（町指定文化財） 後鳥羽天皇像（国宝・複製）



第 6章　魅力と活力、にぎわいのあるまちづくり
基本計画

第6章　魅力と活力、にぎわいのあるまちづくり

●まち・ひと・しごと創生総合戦略

新聞掲載件数 38 件 ↑（増加）

①観光振興と
にぎわいづくり
の推進

●近隣自治体との広域的な連携とともに、住民団体や事業者など
との協働により、観光振興に努めます。

●本町の自然、歴史文化、産業、イベントなどを観光資源として
活用し、観光による集客を産業や地域の活性化につなげるため
の方策を検討します。

●イベントなどのにぎわいづくりに取り組む団体や事業者を支援し
ます。

②まちの魅力の
創出・発信

●商店・企業・住民団体などと連携し、地域資源を生かした名産
品の開発支援など、地域ブランドの育成を図るとともに、新た
な魅力の発掘・創出にも取り組みます。

●さまざまな媒体を活用し、本町の魅力やまちづくりの取組を積
極的に情報発信します。また、スポーツや文化など各分野で活
躍する住民や町出身者などを顕彰し、応援する取組を進めます。

6－３ 観光・魅力発信



第 7章　持続可能なまちづくり
基本計画

7－1 行財政運営

①健全な
行財政運営

●限られた財源と人材を有効活用し、持続的にサービスを提供するため、優先
度、必要性、費用対効果などを踏まえて事務事業を精査し、見直しと効率化、
経費削減を進め、時代や住民ニーズに応じた事業への集中・転換を図ります。

●積極的な財源確保と効率的な財源配分に取り組み、収支の均衡を図り
ながら計画的な財政運営に努めることにより、財政の健全化を推進します。

●財政状況や今後の見通しについて、わかりやすく公表します。

②多様な主体
との連携

●本町が抱える課題の解決や新たな行政需要への対応、住民サービスの向上や
効率化をめざし、さまざまな行政分野において、近隣自治体との広域連携を
推進します。また、圏域単位の行政や市町村合併など、将来にわたって行政
水準を維持するための手法について、情報収集や情報提供に努めます。

●企業・大学・公益法人・住民団体など、多様な主体と連携・協働した取組を進め、
地域や民間の人材、知識、技術などをまちづくりに活用します。

③公共施設の
適正管理

●老朽化の状況や維持更新費用、利用状況などを考慮しながら、施設の統廃合
や多機能・複合化、民間活力の活用や広域連携などによる施設保有量の圧縮
を図り、施設の適正配置を進めます。

●計画的で適切な維持管理による長寿命化、施設運営の効率化などを進め、
維持・更新費用の削減や平準化を図ります。

④情報化の推進

●マイナンバー制度やＩＣＴの活用などによる業務やサービスの電子化を進め、
住民の利便性の向上と業務の効率化を図ります。

●自治体クラウドなどのクラウド型システムを導入し、経費の削減、業務の効率
化、災害時の業務継続性の確保などを図ります。

●情報セキュリティ対策を推進します。

⑤人材育成と
組織基盤の
強化

●職員研修や人事評価制度などを活用して人材の育成に努め、接遇など職員対
応力の向上や経営感覚のさらなる醸成に取り組みます。また、任用形態など
にかかわらず、意欲をもって働くことができる環境づくりに努めます。

●組織の生産性向上や働き方改革への対応に向け、業務の効率化、部局間の
連携などを進め、必要な人材を確保しながら職種などに応じた定員管理に
努めるとともに、必要に応じ組織の見直しを図り、簡素で機動力のある組
織体制を構築します。

経常収支比率 101.7% ↓（100%未満）
計画期間中における新たな連携事業数
（自治体、事業者など） ー ↑（増加）

（平成30年度）
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